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資料１ 

 

平成20年度に実施したアスベスト対策について 
 
   
１ 市民からの相談への対応状況 

・ コールセンター及び各区代表電話への問い合わせ件数  

約 90 件（H20.3～H21.2） 

累計 約 510 件（H17.7～H21.2） 

  
２ アスベスト専門外来での対応状況 

  市大附属病院:                                 4 名（H20.3～H21.2） 
累計 76 名（H17.9～H21.2） 

 ＜参考＞ 

  この他、市内の専門外来では以下の方が受診されています。 

横浜労災病院：                     511 名（H20.3～H21.2） 

累計 3,116 名（H17.9～H21.2） 

神奈川県立循環器呼吸器病センター：          133 名（H20.3～H21.2） 

累計 549 名（H17.9～H21.2） 

 

３  一般環境経由による石綿ばく露健康リスク調査の実施状況 

一般環境経由による石綿ばく露の地域的広がりや、石綿関連疾患の発症リ

スクに関する実態を把握するため、問診及び胸部Ｘ線検査と胸部ＣＴ検査等

の調査を実施しました。また、参加者には結果を通知し、自身の健康管理に

役立てていただきます。この事業は、平成 19 年度から環境省の委託を受け実

施しています。 

・最終的な調査結果は環境省より６月頃公表される予定です。 

 ・「広報よこはま」平成 20 年 6 月号、11 月号への掲載や新聞折込チラシ等で

市民に周知を図りました。  

 

４ 「石綿による健康被害の救済に関する法律」の特別遺族弔慰金等の周知事

業の実施状況 

平成 15 年以降 18 年 3 月 26 日（法施行日前）までのうち現存する死亡者資

料の中から、中皮腫に罹り亡くなった方を把握し、このうち労災補償や本制

度による申請をしていないご遺族で連絡先が確認出来た方に、本制度をお知

らせしました。この事業は、環境再生保全機構の委託を受け実施しました。 

・「広報よこはま」平成 20 年 12 月号に掲載し、市民に周知を図りました。 
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＊１ 内、25 件は主要 3 種類を対象とした結果による  ＊２ 平成元年以前の建築物を対象 

＊３ 平成 8 年以前の建築物を対象 

５  石綿の健康影響調査（中皮種死亡者調査）の実施状況 

石綿健康被害の実態をより明らかにするため、平成 15年以降 19年 12月（最

新結果）までのうち現存する死亡者資料の中から、中皮腫に罹り死亡した方

のご遺族の協力をいただき、生前の石綿ばく露状況について、聞き取り調査

やアンケート調査を行いました。また、労災補償や石綿救済給付の申請をし

ていない方には、重ねて制度周知も行いました。 

 

 

６ 公共施設の実態調査、対策状況 

・2,154 の公共施設のうちアスベスト含有吹付け材が使用されており当面対

策を要しない施設等を除いた 77 施設について、平成 17 年度から平成 19

年度までに対策を実施する方針で取り組みました。 

・20 年度は、19 年度中に工事などの終了しなかった一部の施設について工

事を継続し、そのうち 21 年度に継続する 1施設を除き全て終了しました。 

・主要な 3 種類以外のアスベストについて未調査だった施設について平成
19 年度に再分析したところ、アスベストが 7 施設で検出されました。そ
のうち 6 施設では、既に対策済み又は対策工事中、残る 1 施設は平成 21
年度中に対策予定です。  

・20 年度に新たに、アスベスト含有吹付け材の使用が明らかになった１施設

については、再度調査を行い必要な対策を講じる予定です。 

 
 

７ 民間施設の調査状況 

  本市各局が所管する民間施設の調査状況を以下の表に示します。 

建物所有者等に対し、含有調査を行い適切な措置を施すよう指導しています。 
 

民間施設アスベスト対策状況（平成 21 年 2 月末現在） 

含有あり施設  
調査 

施設 

含有なし

施設 

要調査 

施設 措置済み
曝露の 

恐れなし 
措置予定

大規模建築物*2 1,279 1,224*1 5 50 0 0 

病院*3 98 73 9 5 10 1 

高齢者施設*3 368 350 4 4 10 0 

保護施設*3 38 38 0 0 0 0 

障害者施設*3 396 344 20 4 27 1 

保育園*3 442 413 0 13 16 0 

消防団器具置場 385 385 0 0 0 0 

計 3,006 2,827 38 76 63 2 
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８ 市民・民間事業者への支援 

(1) 中小企業融資制度 

中小企業がアスベスト対策を行う場合に融資（限度額 8,000 万円）する

制度ですが、H20 年度は申請がありませんでした。 

(2) 民間建築物吹付けアスベスト対策事業 

    多数の市民が利用する民間建築物で、吹付けアスベストが露出して施工

されているものへの対策費用の一部を助成する事業ですが、H20 年度の申

請件数は 38 件でした。（含有調査：18 件  除去等工事：20 件） 

 (3) 住宅リフォーム等支援事業 

マンション共用部分への吹付けアスベスト対策に要する費用の住宅金

融機構借り入れについて利子補給を行う事業ですが、 H20 年度は申請が

ありませんでした。（H20.4～H21.2）     

 
 

９ 民間事業者指導（建築物解体現場への指導） 

(1) 大気汚染防止法等に基づく届出・指導 

  石綿を含有する吹付け材、断熱材、保温材などの改修、解体に当たって

法律・条例に基づく届出を受付け、作業方法等を指導しました。 

届出件数：262 件  立入件数 23 件 （H20.4～H21.2） 

(2) アスベスト飛散状況調査及び指導 

法令対象外の解体工事について、アスベスト飛散状況の調査及び現場の

指導を行いました。            100 か所（H20.4～H21.2） 

(3) 建設リサイクル法に基づく届出・指導 

床面積が 80ｍ２以上の解体工事について、法令に基づく届出を受付け、

立入指導などを行いました。        約 290 件（H20.4～H21.2） 

(4) 建築物の解体工事に係る指導要綱に基づく指導 

  床面積が 80ｍ２未満の解体工事について要綱に基づき、届出を受け付け

ました。             届出件数 1,301 件（H20.4～H21.2） 

 (5) 廃棄物処理施設への指導等  
アスベスト含有建材の分析調査や、民間処分場周辺における大気環境調

査等を実施しました。  
      建材分析 10 検体 大気環境調査 12 検体（H20.4～H21.2） 
また、市内中小企業者や公共工事で発生する非飛散性アスベスト廃棄物

の適正処理を推進するため、南本牧廃棄物最終処分場での非飛散性廃棄物

の受入を平成 17 年 10 月から実施しています。  
 
10 アスベストの分析（本市直営による分析） 

(1) 本市環境科学研究所において、解体工事現場などの材質検査を実施しま

した。    80 検体実施（44 検体からアスベストが検出：H20.4～H21.2) 
(2) 平成 18 年度から、一般大気環境中のアスベスト濃度を市内 18 か所で年

４回測定しています。平成 20 年秋季までの一般大気環境中のアスベスト濃

度は、0.04 未満～0.27 本／L でした。 

（WHO の環境保健クライテリアにおいて示されている世界の都市部の一般

環境中のアスベスト濃度、１本～10 本／L と比べて問題となるレベルで

はありませんでした。） 
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11 アスベスト対策に関する広報等 

(1) 「広報よこはま」平成 20 年 6 月号、11 月号や新聞折込チラシ等で「石
綿ばく露健康リスク調査」の実施について周知。  

(2) 「広報よこはま」平成 20 年 12 月号で「アスベスト（石綿）による健康
被害の救済」について周知。  

 (3) 横浜市ホームページ  
アスベスト関連アクセス件数    32,000 件(H20.4～H21.1) 

 
 
12 国への要望 

(1) 本市独自要望 

  平成 20 年 6 月 「平成 21 年度 国の制度及び予算に関する提案・要望書」 

(2) 指定都市市長会   

平成 20 年７月「平成 21 年度 国の施策及び予算に関する提案」  

(3) 全国市長会 

  平成 20 年 11 月「平成 21 年度 国の施策及び予算に関する要望」  
 
 


